
庁名

500円 350円 110円 100円 50円 20円 10円 2円

民事訴訟 通常訴訟 8 10 5 5 5 5 6000円

現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。
ただし、訴え提起時の現金・電子
納付については当事者が1人増す
ごとに２０００円ずつ加算する。

当事者が１名増すごとに合計1220円
を２組（合計２４４０円）追加（1組分の
内訳：５００円２枚、１１０円２枚）。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

民事調停 民事調停 4 8 13 2930円

現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。
※当事者が1人増すごとに１６００
円ずつ加算する。

当事者が１名増すごとに１600円（内
訳：５００円2枚、１0０円5枚、１０円１０
枚）を追加。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

担保不動産競売申立て
備考欄参照

【二重開始事件（申立物件全てに
ついて、民事執行法による先行の
競売事件が係属している場合）】
50万円
【二重開始事件以外の事件】
請求債権額が２０００万円まで
60万円
請求債権額が２000万円～５０００
万円
80万円
請求債権額が５０００万円～1億円
120万円
請求債権額が1億円超
160万円
※　物件が5筆を超える場合には、
5筆単位で10万円ずつ加算する
（ただし、加算後の額は200万円
を上限とする。）。
※　特別代理人選任の申立て時
は、別途報酬（原則として5万円又
は10万円に消費税を加算）の予
納が必要。

強制競売申立て 備考欄参照 同上

担保不動産収益執行申立て 備考欄参照
裁判官等との面接を経て、金
額を決定します。

形式的競売申立て 備考欄参照

物件の評価額が２０００万円まで
60万円
物件の評価額が２000万円～５０
００万円
80万円
物件の評価額が５０００万円～1億
円
120万円
物件の評価額が1億円超
160万円

※　物件が5筆を超える場合には、
5筆単位で10万円ずつ加算する
（ただし、加算後の額は200万円
を上限とする。）。
※　特別代理人選任の申立て時
は、別途報酬（原則として5万円又
は10万円に消費税を加算）の予
納が必要。

自動車競売申立て 備考欄参照

自動車1台につき、10万円

※特別代理人選任の申立て時は、
別途報酬（原則として5万円又は
10万円に消費税を加算）の予納
が必要。

保管金提出書送付用として、１１０円切
手を貼った返信用封筒（「不足料金受
取人払」の表示をお願いします。）を添
付してください。

債務名義に基づく差押え（差
押命令及び陳述催告）

9 10 5 5 5 6000円

養育費等に基づく債権差押え
（差押命令及び陳述催告）

9 10 5 5 5 6000円

千葉地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
郵便切手
合計額

郵便切手及び予納金一覧

予納金 備　考
添付郵便切手内訳

差押命令と同時に転付命令を申し立て
る場合も含みます。

※債務者が１名増すごとに１２２０円
（内訳：５００円２枚、１１０円２枚）を追
加。

※第三債務者が１名増すごとに１９００
円（内訳：50０円３枚、１１０円３枚、５０
円２枚、２０円３枚）を追加。

保管金提出書送付用として、
１１０円切手を貼った返信用封筒（「不
足料金受取人払」の表示をお願いしま
す。）を添付してください。
（代位登記事案にあたっては、宛先を記
載したレターパックや大型の返信用封
筒を添付してください。）

民事執行



500円 350円 110円 100円 50円 20円 10円 2円
カテゴリ 申立ての種類

郵便切手
合計額

予納金 備　考
添付郵便切手内訳

債務名義に基づく差押え（転
付命令のみ・譲渡命令・売却
命令）

5 10 5 5 5 4000円

養育費等に基づく債権差押え
（転付命令のみ・譲渡命令・売
却命令）

5 10 5 5 5 4000円

財産開示（本庁・松戸支部） 備考欄参照 ６５００円

保管金提出書送付用として１１０円切
手を貼った返信用封筒を添付してくだ
さい（電子納付希望のときは不要で
す。）。

財産開示（松戸支部以外の
支部）

8 14 5 6 5 6 6500円

情報取得（本庁・松戸支部） 備考欄参照

下記に応じて裁判所から連絡した
金額
※申立後、保管金提出書を郵送し
ます。
①預貯金・振替社債等
５０００円
第三者が１名増加するごとに４
000円加算する。
②給与
６０００円
第三者が１名増すごとに２０００円
加算する。
③不動産
６０００円

110円切手を貼付した直送用封筒を、
第三者の数（※１）＋１通（保管金提出
書郵送用（※２））提出してください。

※１　不動産の場合は不要
※２　電子納付希望のときは不要（第三
者の数のみ提出してください。）。

情報取得
（本庁・松戸支部以外）
預貯金・振替社債等

3 3 1 4 5 2 2250円

下記に応じて裁判所から連絡した
金額
※申立後、保管金提出書を郵送し
ます。

２０００円
第三者が１名増すごとに２０００円
加算する。

情報取得
（本庁・松戸支部以外）
給与

5 3 3 4 6 2 3470円

情報取得
（本庁・松戸支部以外）
不動産

5 2 3 4 6 2 3360円

債権仮差押 6 2 2 4 3400円

第三債務者が１名増すごとに２180円
（内訳：５００円4枚、５０円2枚、２０円4
枚）、債務者が１名増すごとに１220円
（内訳：５００円２枚、１１０円２枚）を追
加。

債権者分として、決定正本郵送希望の
場合は１１０円１枚、陳述書郵送希望の
場合は１１０円×第三債務者数を追加。

不動産仮差押・仮処分（処分
禁止）
（物件が３筆以下の場合）

4 5 1 1 3 1 2770円

債務者が１名増すごとに１220円（内
訳：５００円２枚、１１０円２枚）、登記嘱
託先の法務局が１か所増すごとに１５５
0円（内訳:５００円２枚、１１０円３枚、１０
０円１枚、５０円１枚、２０円３枚、10円１
枚)を追加。

債権者決定正本の郵送を希望する場
合は、１１０円１枚を追加。

滞納処分庁への通知用として１１０円×
滞納処分庁の数（※）を追加。
※　不動産仮差押申立ての際、保全対
象物件に滞納処分庁による差押えがな
されている場合に必要になります。

不動産仮差押・仮処分（処分
禁止）
（物件が４筆以上の場合）

4 6 2 2 2 3000円

債務者が１名増すごとに１290円（内
訳：５００円２枚、１１０円２枚、50円１
枚、20円１枚）、登記嘱託先の法務局
が１か所増すごとに１７１０円
（内訳：５００円２枚、１１０円4枚、１００
円2枚、５０円１枚、２０円1枚）を追加。

債権者決定正本の郵送を希望する場
合は、１１０円１枚を追加。

滞納処分庁への通知用として１１０円×
滞納処分庁の数（※）追加。
※　不動産仮差押申立ての際、保全対
象物件に滞納処分庁による差押えがな
されている場合に必要になります。

不動産仮処分（占有移転禁
止）

2 2 1220円

動産仮差押え 2 2 1220円

直送用封筒を、第三者の数＋１通（保
管金提出書郵送用（※））提出してくだ
さい。
※電子納付希望のときは不要（第三者
の数のみ提出してください。）。

第三者が１名増すごとに１３６０円（内
訳：５００円２枚、１１０円１枚、１００円１
枚、５０円２枚、２０円２枚、１０円１枚）を
追加。

※債務者が１名増すごとに１２２０円
（内訳：５００円２枚、１１０円２枚）を追
加。

※第三債務者が１名増すごとに１９９０
円(内訳：５００円３枚、１１０円３枚、５０
円２枚、２０円３枚）を追加。

※債務者が１名増すごとに左記の額の
組合せを１組追加。
※債権者あて決定正本郵送希望の場
合は、左記の額の組合せを１組追加。

民事執行

保全



500円 350円 110円 100円 50円 20円 10円 2円
カテゴリ 申立ての種類

郵便切手
合計額

予納金 備　考
添付郵便切手内訳

不動産仮差押の取下げ
不動産仮処分の取下げ

2 1 2 4 1290円

債務者が１名増すごとに１１０円１枚、登
記嘱託先の法務局が１か所増すごとに
１180円（内訳：500円２枚、50円２
枚、２０円４枚）を追加。

滞納処分庁への通知用として、１１０円
×滞納処分庁の数（※）を追加。
※　不動産仮差押え又は債権仮差押え
の取下げの際、保全対象物件又は保全
対象債権に滞納処分庁による差押えが
なされている場合に必要になります（滞
納処分による差押えと仮差押えの先後
は問いません。）。

債権仮差押えの取下げ 備考欄参照

取下通知用として１１０円×（債務者の
数＋第三債務者の数）
滞納処分庁への通知用として１１０円×
滞納処分庁の数（※）
※　不動産仮差押え又は債権仮差押え
の取下げの際、保全対象物件又は保全
対象債権に滞納処分庁による差押えが
なされている場合に必要になります（滞
納処分による差押えと仮差押えの先後
は問いません。）。

保全処分の取下げ 備考欄参照

執行機関が裁判所の場合
【不動産】
法務局１か所につき１180円（内訳：５
００円２枚、５０円２枚、２０円４枚
）＋（１１０円×債務書の数）
※滞納処分庁がある場合は、滞納処分
庁への通知用として１1０円１枚

【債権等】
１１０円×（債務者＋第三債務者の数）
※滞納処分庁がある場合は、滞納処分
庁への通知用１1０円１枚

執行機関が執行官の場合
（不動産（占有移転禁止等）・動産）
１１０円×債務者の数

担保取消し 備考欄参照

民訴法７９条１項（勝訴等）の場合
被申立人の数×１２２０円

同法２項（同意）の場合
１１０円×被申立人の数※
※即時抗告権を放棄していない場合
は、被申立人の数×１２２０円

同法３項（権利行使催告）の場合
被申立人の数×（１２２０円２組）

保護命令 保護命令 4 5 10 4 10 3850円

労働審判
労働審判
労働仮処分

4 12 3 2 1 3520円
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

借地非訟 借地非訟 8 6 6 5 5 5110円
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

当事者が１名増すごとに５００円２枚（１
０００円）を追加。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

簡易裁判所の判決に対する
控訴

8 10 5 5 5 5 6000円

地方裁判所の判決に対する
控訴

8 10 5 5 5 5 6000円

控訴
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

当事者が１名増すごとに１５００円を２
組（合計３０００円）追加（１組分の内訳
５００円２枚、１１０円２枚、１００円２枚、１
０円８枚）。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

※附帯控訴について
相手方１名の場合は３０００円（１５００
円２組）
（１組分の内訳）
５００円２枚、１１０円２枚、１００円２枚、２
０円３枚、１０円２枚
相手方が１名増すごとに上記内訳で１
５００円を追加。

保全



500円 350円 110円 100円 50円 20円 10円 2円
カテゴリ 申立ての種類

郵便切手
合計額

予納金 備　考
添付郵便切手内訳

一般 4 2 4 9 20 3000円

借地非訟 8 6 5 7 20 5500円

上告提起
上告受理
申立て

上告提起
上告受理申立て

4 6 8 7 10 12 6000円
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

当事者が１名増すごとに３０００円
（内訳：５００円２枚、３５０円２枚、１１０
円８枚、１００円３枚、１０円１２枚）を追
加。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

特別抗告 特別抗告提起 2 2 5 4 10 15 3000円
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

当事者が１名増すごとに左記の額の組
合せを１組追加。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

抗告
現金・電子納付の予納額は郵便
切手の総額と同額。

当事者が1名増すごとに左記「一般」
の組合せ（３０００円）を１組を追加。

※原告・控訴人などが複数の場合で
も、共通の代理人弁護士がいる場合
は、その複数の原告や控訴人などは１
名として計算する。

※再抗告について
左記のほかに当事者１名につき、１５００
円を追加。



庁名

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

少額管財A（非
招集型）
自然人（自己）

１５００円

１１０円×３２枚

５０円×２枚
１０円×１８枚
※非招集型を希望する場合、債権者
数が１５名を超える時は、その超過分
の２倍の１１０円切手を追加してくだ
さい。（例：債権者２０名→１１０円切
手を１０枚追加）

管財人引継分２０万円＋官報公告費用２万５
６９５円

少額管財Ｂ（集
会型）
自然人（自己）

１５００円
管財人引継分２０万円＋官報公告費用２万０
３９７円

少額管財B（集
会型）
法人（自己）

１000円
管財人引継分２０万円＋官報公告費用１万６
２６４円

通常管財（集
会型）自然人

（自己）

１500円

通常管財（集
会型）法人（自
己）

１000円

通常管財（集
会型）債権者

２万円 6020円

５００円×　４枚

１１０円×３２枚
　５０円×　６枚
　１０円×２０枚

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

個人再生 １万円 ４７００円

１１０円×４０枚

２０円×１０枚
１０円×１０枚

代理人弁護士が付いている場合
　１万５１２０円（官報公告料）

代理人弁護士が付いていない場合
　２１万５１２０円（官報公告料＋個人再生委員

報酬）
※予納金の額は場合により増減があります。

【強制執行等の中止命令の申立てを同

時にする場合】
郵便切手を左記に２４４０円追加（５００

円×４枚、１１０円×４枚）

通常再生 １万円 ４５００円
１１０円×３０枚
５０円×１４枚
１０円×５０枚

通常再生の予納金は担当係へ問い合わせて
ください。

管財予納金基準額表

法人 個人

７０万円 ５０万円

１００万円 ８０万円

２００万円 １５０万円

３００万円 ２５０万円

３８００円

１１０円×３２枚
５０円×２枚
１０円×１８枚
※債権者数が20名を超える時は、そ
の超過分の１１０円切手を追加してく
ださい。（例：債権者40名→１１０円
切手を2０枚追加）

下記「管財予納金基準額表」記載の額をもと
に、債務者の財産状況等、様々な事情を考慮
して、裁判官が個別に算定する額に官報公告
費用を加えたもの

５０００万～１億未満

管財

再生手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

負債総額（単位：円）

５０００万未満

※予納金の分割納付の取扱いはしてい

ません。事前に申立代理人の手元で確
保していただくようお願いします。
※少額管財で同時申立ての関連事件
がある場合、管財人引継分は、基本事
件が２０万円、関連事件が１０万円で
す。（例：法人と代表者個人を同時申立
て→法人：２０万円　代表者個人：１０万
円）
※具体的な予納金額は、事案に応じて
増減することがあります。
※少額管財は、申立代理人である弁護
士と管財人との適切な役割分担という
枠組みを利用することで管財人の負担

軽減が可能という点に着目し、予納金
の低額化を図ったものです。申立代理
人においては、申立ての前後を通じてこ
の点に御留意ください。

千葉地方裁判所本庁・管内支部

破産手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

同時廃止 １３２０円

１１０円×１２枚
※債権者数が８名を超える場合は、
１１０円切手を、債権者数＋４の枚数
にしてください。

官報公告費用１万３０４６円自然人（自己） １５００円

１億～５億未満

５億～１０億未満

１０億～５０億未満 ４００万円

５０億～１００億未満 ５００万円


